
必
要
な
資
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象
者
…
次
の
条
件
を
す
べ
て

満
た
し
て
い
る
方
。

▼
市
税
や
受
益
者
負
担
金
な
ど
を

滞
納
し
て
い
な
い
。

▼
新
築
で
な
い
家
屋（
地
域
に
よ

り
、
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
）。

▼
家
屋
の
所
有
者
、
ま
た
は
所
有

者
の
同
意
を
得
て
使
用
し
て
い

る
方
。

●
融
資
あ
っ
せ
ん
限
度
額
…
一
戸

に
つ
き
45
万
円

●
返
済
期
間
…
最
長
45
か
月

●
利
子
…
市
が
負
担（
実
質
無
利

子
）

●
取
扱
金
融
機
関
…
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
を
除
く
市
内
の
金
融
機
関

※
金
融
機
関
の
審
査
に
よ
っ
て

は
、
融
資
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
に

は
、
該
当
す
る
要
件
が
あ
り
ま

す
。
交
付
対
象
の
確
認
は
左
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
下
水
道
課　

訓

　
（
２
３
）８
７
１
２

　

市
の
公
共
設
置
型
浄
化
槽
事
業

な
ら
、
10
万
円
の
分
担
金
で
あ
な

た
の
家
に
も
浄
化
槽
が
設
置
で
き

ま
す
。
故
郷
の
清
流
を
守
り
次
世

代
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

●
対
象
…
一
般
住
宅
な
ど
。

※
下
水
道
が
整
備
・
計
画
さ
れ
て

い
る
区
域
お
よ
び
農
業
集
落
排

水
整
備
区
域
は
除
き
ま
す
。

●
分
担
金
…
浄
化
槽
を
設
置
し
た

場
合
、
分
担
金
を
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
こ
の
分
担
金
は

浄
化
槽
設
置
工
事
費
と
し
て
全

額
使
用
し
ま
す
。

【
分
担
金
額
】

　

５
～
10
人
槽　

10
万
円

　
（
11
～
50
人
槽
は
別
途
）

●
維
持
管
理
…
浄
化
槽
の
点
検
・

検
査
・
清
掃
は
、
市
が
委
託
し

た
業
者
が
行
い
ま
す
。

●
使
用
料
…
浄
化
槽
を
使
用
す
る

際
に
は
人
槽
に
応
じ
た
使
用
料

が
か
か
り
ま
す
。
使
用
料
は
す

べ
て
維
持
管
理
に
充
て
ら
れ
ま

す
。

　

市
で
は
、
公
共
下
水
道
や
公
共

設
置
型
浄
化
槽
の
普
及
促
進
を
図

る
た
め
、
く
み
取
り
便
所
の
水
洗

化
や
、
排
水
設
備
の
改
造
工
事
に

者
証
を
誕
生
日
の
前
月
に
郵
送

し
ま
す
。

③
在
留
期
限
が
切
れ
る
方
は
、
在

留
期
限
の
更
新
が
確
認
で
き
次

第
、
保
険
証
を
交
付
し
ま
す
。

問
国
保
年
金
課　

Ａ
１
階

　
（
２
３
）８
８
５
７

●
募
集
物
件
・
戸
数

　

ベ
ル
シ
ャ
ト
レ
本
町（
本
町
２

‐
２
８
２
９
‐
２
２
６
）

●
間
取
り
…
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

●
入
居
者
負
担
額

　
　
　
　
　
　

７
万
６
０
０
０
円

●
共
益
費
…
４
０
０
０
円

●
駐
車
場
…
１
台
無
料

●
主
な
入
居
条
件

▼
家
族
で
入
居
で
き
る
方

▼
世
帯
の
収
入
が
一
定
基
準
に
当

て
は
ま
る
方

▼
連
帯
保
証
人
を
２
名
立
て
ら
れ

る
方

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
栃
木
県
住
宅
供
給
公
社

　

０
２
８（
６
２
２
）０
４
６
１

　

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証（
保
険
証
）は
９
月
30

日
で
有
効
期
限
が
切
れ
る
た
め
、

９
月
下
旬
に
新
し
い
保
険
証
を
発

送
し
ま
す
。
10
月
１
日
以
降
、
医

療
機
関
に
か
か
る
と
き
に
は
、
新

し
い
保
険
証
を
提
示
く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
が
届
か
な
い
と
き
は
、

担
当
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
で
は
な
く
窓
口
交
付
を
希
望

す
る
方
は
９
月
14
日（
水
）ま
で
に

担
当
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
ケ
ー
ス
、
臓
器
提
供
意

思
表
示
欄
に
使
用
す
る
個
人
情

報
保
護
シ
ー
ル
を
希
望
す
る
方

は
担
当
課
、
各
支
所
、
出
張
所
、

公
民
館
の
窓
口
へ
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

■
有
効
期
限
が
途
中
で
切
れ
る
方
へ

　

退
職
者
医
療
制
度
か
ら
一
般
被

保
険
者
へ
の
移
行
や
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
へ
の
移
行
の
た
め
、

有
効
期
限
が
短
い
場
合
が
あ
り
、

条
件
に
合
わ
せ
て
①
～
③
の
対
応

と
な
り
ま
す
。

①
退
職
被
保
険
者
証
を
お
使
い
の

方
で
65
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

方
は
、
被
扶
養
者
と
も
に
一
般

被
保
険
者
用
の
保
険
証
を
郵
送

し
ま
す
。

②
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方

は
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

年
金
・
国
保

葬
祭
費
の
申
請
は
お
済
み

で
す
か

　

大
田
原
市
国
民
健
康
保
険
お
よ

び
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
の
加

入
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
そ
の
葬

祭
を
行
っ
た
方
に
葬
祭
費
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

●
支
給
額
…
５
万
円

●
申
請
に
必
要
な
も
の

▼
喪
主
の
方
の
印
か
ん

▼
喪
主
名
義
の
預
金
通
帳

▼
会
葬
礼
状
な
ど
喪
主
の
確
認
が

で
き
る
も
の

▼
運
転
免
許
証
な
ど
窓
口
に
来
た

方
の
身
分
証
明
書

※
葬
祭
か
ら
２
年
が
経
過
す
る

と
、申
請
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

※
大
田
原
市
国
民
健
康
保
険
お
よ

び
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
以

外
に
加
入
さ
れ
て
い
た
方
は
、

加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
に
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
大
田
原
市
国
民
健
康
保
険
の
方

　

国
保
年
金
課
医
療
助
成
係

　
（
２
３
）８
７
９
２

問
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
の
方

　

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　
（
２
３
）８
８
５
７

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

が
更
新
さ
れ
ま
す

県
住
宅
供
給
公
社
　
特
定
優

良
賃
貸
住
宅
入
居
者
募
集

下
水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
水
洗
便
所
改
造
資
金
の

  

融
資
あ
っ
せ
ん
」

浄
化
槽
設
置
費
用
の
補
助
金
制
度

が
あ
り
ま
す

「
高
度
処
理
合
併
処
理
浄
化
槽
」

を
設
置
し
ま
せ
ん
か

訓
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れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

問
都
市
計
画
課　

Ｂ
２
階

　
（
２
３
）８
７
１
１

　

ノ
コ
ギ
リ
や
金
づ
ち
を
使
っ

て
、
板
材
を
加
工
し
、
世
界
で
た

だ
一
つ
の「
マ
イ
収
納
ボ
ッ
ク
ス
」

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
し
ょ
う
。

●
日
時
…
９
月
24
日（
土
）

　

午
前
９
時
30
分
～
完
成
ま
で

　
（
午
後
３
時
終
了
）

●
対
象
…
小
学
４
年
～
中
学
生

　
（
男
女
問
い
ま
せ
ん
） 

※
保
護
者
は
送
迎
の
み
。
同
席
で

き
ま
せ
ん
。

●
定
員
…
15
名（
先
着
順
）

●
費
用
…
５
０
０
円（
保
険
料
含
む
）

●
持
ち
物
…
弁
当
、
タ
オ
ル
、
筆

記
用
用
具
な
ど（
材
料
・
道
具

な
ど
は
準
備
し
て
あ
り
ま
す
）

●
場
所
…
ふ
れ
あ
い
の
丘
大
工
房

●
申
込
方
法
…
９
月
８
日（
木
）

～
16
日（
金
）に
左
記
へ
電
話
で

申
し
込
み
。

▼
受
付
：
午
前
９
時
～
午
後
4
時

問
申
も
の
づ
く
り
大
楽　

福
田

　
（
２
８
）３
１
８
０

①
常
時
ま
た
は
一
定
の
期
間
継
続

し
て
表
示
さ
れ
る
も
の

②
屋
外
で
表
示
さ
れ
る
も
の

③
公
衆
に
表
示
さ
れ
る
も
の

④
看
板
、
立
看
板
、
は
り
紙
お
よ

び
は
り
札
並
び
に
広
告
塔
、
広

告
板
、
建
物
や
そ
の
他
の
工
作

物
な
ど
に
掲
出
さ
れ
、
ま
た
は

表
示
さ
れ
た
も
の
並
び
に
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の

●
屋
外
広
告
物
の
例
…
広
告
板
、
広

告
塔
、
壁
面
広
告
物
、
壁
面
突
出

広
告
物
、
は
り
紙
、
は
り
札
、
立

看
板
、
置
看
板
、
の
ぼ
り
旗
、
広

告
幕
、
ア
ー
チ
、
ア
ー
ケ
ー
ド
添

加
広
告
物
、
電
柱
・
街
灯
柱
な
ど

を
利
用
す
る
広
告
物
、
車
両
に
表

示
さ
れ
る
広
告
物
、
ア
ド
バ
ル
ー

ン
、
サ
イ
ン
ポ
ー
ル

●
屋
外
広
告
物
の
施
工
に
つ
い
て

　

屋
外
広
告
物
の
表
示
・
設
置
は
、

栃
木
県
に
登
録
し
た
屋
外
広
告

業
者
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

※
登
録
業
者
の
一
覧
は
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
管
理
者
の
設
置
義
務
…
屋
外
広

告
物
の
表
示
・
設
置
に
は
、
の
ぼ

り
旗
や
置
き
看
板
、
は
り
紙
な
ど

の
簡
易
な
広
告
物
を
除
き
、
管
理

者
の
設
置
が
必
要
で
す
。
管
理
者

に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
、
指
定

都
市
又
は
中
核
市
の
屋
外
広
告
物

講
習
会
修
了
者
や
屋
外
広
告
士
の

試
験
に
合
格
し
た
者
な
ど
で
な
け

　

ふ
だ
ん
目
に
す
る
こ
と
が
な
い

下
水
道
処
理
シ
ス
テ
ム
や
施
設
の

公
開
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
日
時
…
９
月
24
日（
土
）

　

午
前
９
時
～
正
午

▼
受
付
：
午
前
11
時
30
分
ま
で

●
場
所
…
北
那
須
浄
化
セ
ン
タ
ー

●
内
容
…
下
水
道
Ｐ
Ｒ
ポ
ス
タ
ー

展
お
よ
び
表
彰
式
、
浄
化
セ
ン

タ
ー
施
設
探
検
ツ
ア
ー
、
水
質

試
験
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
、
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
、和
太
鼓
演
奏
、ポ
ッ

プ
コ
ー
ン
配
布
、
ヨ
ー
ヨ
ー
釣

り
、
ミ
ニ
Ｓ
Ｌ
運
行

※
天
候
な
ど
に
よ
り
変
更
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
費
用
…
無
料（
申
込
不
要
）

問
北
那
須
浄
化
セ
ン
タ
ー

　
（
２
８
）２
２
７
７

　

下
水
道
課　

訓

　
（
２
３
）８
７
１
２

　

市
内
で
、
屋
外
広
告
物
の
表
示
お

よ
び
掲
出
物
件
の
設
置
を
す
る
場
合

は
、
下
記
へ
許
可
の
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
屋
外
広
告
物
と
は
…
次
の
４
つ

の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の

　

広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
大
田
原

で
は
、搬
入
さ
れ
る
ご
み
に
つ
い
て
、

大
田
原
市
・
那
須
町
の
職
員
と
合
同

で
、
一
般
家
庭
や
店
舗
、
事
業
所
な

ど
か
ら
排
出
さ
れ
た
ご
み
が
適
正
に

分
別
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め

検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
第
１
回
目（
６
月
８
日
実

施
）の
検
査
結
果
は
、
一
般
家
庭
か

ら
排
出
さ
れ
た
ご
み
は
、
前
回
と
同

様
お
お
む
ね
適
正
で
す
が
、
事
業
者

か
ら
排
出
さ
れ
る
可
燃
ご
み
に
産
業

廃
棄
物
と
思
わ
れ
る
廃
ビ
ニ
ー
ル
や

建
築
廃
材
で
あ
る
断
熱
材
、
資
源
ご

み
が
混
入
し
て
い
る
状
況
も
み
ら
れ

ま
し
た
。
各
事
業
所
は
一
般
廃
棄
物

と
産
業
廃
棄
物
に
分
別
し
適
正
処
理

さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
無
許
可
営
業（
個
人
か
ら

ご
み
の
処
分
を
請
け
負
い
、
自
分

の
ご
み
と
し
て
持
ち
込
ん
で
い
る
）

の
疑
い
が
あ
る
搬
入
が
見
受
け
ら

れ
る
た
め
、
今
後
も
検
査
な
ど
を

通
し
て
指
導
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

詳
し
い
ご
み
の
分
別
方
法
は
、

「
お
お
た
わ
ら
ク
リ
ー
ン
ナ
ビ
」

ま
た
は「
ご
み
分
別
収
集
カ
レ
ン

ダ
ー
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

よ
い
ち
メ
ー
ル
で
も
、
ご
み
情
報

を
発
信
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

問
生
活
環
境
課　

Ａ
１
階

　
（
２
３
）８
７
０
６

ご
み
搬
入
指
導
検
査

に
つ
い
て

第
22
回
北
那
須
浄
化

セ
ン
タ
ー
の
つ
ど
い

屋
外
広
告
物
の
表
示
・
設
置

に
つ
い
て

考えてみよう食品ロス②
　前回は、食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず
廃棄されている食べ物であり、平成 26 年度の市のもやせる
ごみの量約１９，４８８トンの内、約１，８５０トンが厨芥
ごみ（生ごみ）と推計されることをお伝えしました。
　今回は、厨芥ごみを減らすため一般家庭での「ちょっとし
た工夫」について紹介します。
①余計に買いすぎていないかチェック②適量な調理か
チェック（外食では、食べきれる量のメニューかチェック）
③使い忘れがないか冷蔵庫をチェック

　ちょっとした工夫３点です。いかがでしょうか。これか
らの生活で、３点を気に留めていただき実践していただく
ことで、食品ロスを減らし厨芥ごみの減量（処理費用の削減）
にもつながります。
　「もったいない」を減らすには「誰かがやる」ではなく「自分
もやる」という意識が必要です。
　次回は、フードバンクについて考えてみます。

問生活環境課　　１階　　  （２３）８７０６

子
ど
も
も
の
づ
く
り
大だ
い

楽が
く

ロ
ボ
ッ
ト
型
収
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を
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ろ
う
！

訓

完成イメージ図
・高さ 約 70cm
・幅 約 40cm
・奥行き 約 30cm
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東東別館「安心･しあわせ館」Ａ仮設庁舎Ａ棟「政策･せいかつ館」 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟「税･まちづくり館」
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